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東運輸第2248号
東運監第1322号
平成19年9月28日

社団法人東京都個人タクシー協会
　　　　　会　長　原　　勇　　殿

関東運輸局東侮x諜響　
一一■一施r一婚“一

タクシーの障害者割引適用時の取扱いについて

　標記について、平成19年9月19日付け関自旅2第846号により関東運輸局
長より別紙のとおり通達がありましたので、当該趣旨をご理解のうえ、貴傘下事業
者に対する周知徹底方取り計らい願います。
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タクシーの障害者割引適用時の取扱いについて
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関東相第94号
平成19年9月5目

関東運輸局長　　殿

関東管区行政評価局長

タクシー事業者の障害者割引制度への対応改善について（あっせん）

　当局では、総務省設置法（平成11年法律第91号）第4条第21号の規定に基

づき、行政機関等の業務に関する苦情の申出につき必要なあっせんを行ってい

ます。

　この度、当局の行政相談担当部門に対して、タクシーを利用した障害者の方

から、rタクシーを利用する機会がよくあるが、身体障害者等に対する運賃割引

制度を理解していないタクシー乗務員がおり、度々、運賃割引の拒否又は手帳

番号や氏名を記録するために身体障害者手帳の提出を求められるなど、不適切

な対応を受けている。本来、同手帳の提示のみで運賃の割引を受けられるはず

であり、また、個人情報保護が守られているか心配である。」との申出がありま

した。

　この申出に関して、1都3県の24区市の福祉担当課、タクシー事業者（3社）、

タクシー協会（1団体）及び障害者団体（3団体）を抽出して調査した結果、1

都3県の21区市及びタクシー事業者等においても本件申出と同内容の苦情が認

められました。

　このことから、民間有識者を構成員とする「関東管区行政評価局行政苦情救

済推進会議（座長：成田頼明横浜国立大学名誉教授）」において意見を聴取す

るなどにより、本件申出の改善方法等を検討した結果、関東運輸局は、管内の

タクシー事業者等に対して、①手帳の提示方法は、具体的で分かりやすい提示

方法を例示すること、②個人情報を取り扱う場合は、国土交通省所管分野にお

ける個人情報保護に関するガイドライン（平成16年12月2目国土交通省告示

第1500号）附則第2条の規定に基づき、個人情報取扱事業者に該当しない場合

であっても、当該ガイドラインに準じて、その適正な取扱いの確保に努めるこ

とについて周知徹底することが必要であると考えられますので、ご検討をお願

いします。

　なお、本あっせんに対する回答は、平成19年10月3目までにお願いします。

担　当：総務部首席行政相談官

電話：0488600。2313
FAX：048・600’2335
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事　　務　　連　　絡

平成19年9月19目

東京運輸支局長殿

自動車交通部
関葡購
隔自軌車

芸臨暖

タクシーの障害者割引り適用時の取扱いに関する具体的措置等について

標記については、本目付けで通達を発出したところであるが、本取扱いの実施にあたっ

ては、事業者への周知徹底及び利用者とのトラブル防止の観点から・下記について措置を

講ずることとされたい。

記

1，事業者団体等が開催する講習会、講演会、総会等の場を通じて、本通達の趣旨等に

ついて積極的に周知を図ること。

2．事業者に対し、利用者とのトラブルを防止するため、車内の利用者から見易い場所

にr写真による本人確認により障害者割引を適用」する旨の掲示を行うよう指示する

　こと。
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